
－ 1 － 

設 計 説 明 書 
 
 

１．工 事 件 名 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修給排水衛生設備工事 

 

２．工 事 場 所  東京都北区中十条４－１６－３２ 

 

３．工 期 契約確定日の翌日から 令和６年１１月２９日まで(  日間) 

（概成工期：契約確定日の翌日から令和６年１０月３１日まで） 

本工事において概成工期とは、屋内仕上げを全て完了させる期限とし、その後

を室内空気環境対策等の実施期間とする。 

 

４．工 事 概 要  

 

 

 

 

 

 

 

別途関連工事 

(1)給排水衛生設備工事 

(2)給湯設備工事 

(3)消火設備工事 

(4)雨水再利用設備工事 

(5)ガス設備工事 

(6)コージェネレーション設備工事 

(7)防災井戸設備工事 

 

別途関連工事は以下のとおりである。 
 

工事件名 受注者 工 期 備 考 

特別養護老人ホーム清水

坂あじさい荘大規模改修

工事 

本不二・藪崎 

建設共同企業体 

令和６年 

１１月２９日 
 

特別養護老人ホーム清水

坂あじさい荘大規模改修

電気設備工事 

ワーデン・ 

花形電気土木 

建設共同企業体 

令和６年 

１１月２９日 
 

特別養護老人ホーム清水

坂あじさい荘大規模改修

空気調和設備工事 

アネス・倉持 

建設共同企業体 

令和６年 

１１月２９日 
 

特別養護老人ホーム清水

坂あじさい荘大規模改修

昇降機設備工事 

中央エレベータ

ー工業株式会社 

令和６年 

１１月２９日 
 

５．設 計 原 図  本工事の設計原図の大きさは、日本産業規格Ａ列１番とする。 

 

６．入 札 この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する

法律（昭和 22年法律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
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７．支 払 い (1) 本工事は、前金払・中間前金払の対象工事である。 

※ただし、部分払を行う場合は、中間前金払は対象外となる。 

(2) 本工事は、部分払の対象外工事である。 

(3) 本工事は、一部しゅん功払の対象外工事である。 

 

８．主任技術者及び

監理技術者 

本工事には、建設業法に基づき、工事現場における工事施工の技術上の管理

をつかさどる者として、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

 

９．本書の取扱 本説明書は、契約事項として取り扱い、契約書に綴じることとする。 

 

10．標準 仕様 書 標準仕様書は｢東京都建築工事標準仕様書｣ 

｢東京都電気設備工事標準仕様書｣ 

｢東京都機械設備工事標準仕様書｣（令和５年版）を準用する。

なお、当該仕様書中「東京都」とあるものは、「北区」と読み替える。 

 

11．特記仕様書  特記仕様書は 別紙 による。 

 

12．「環境マネジメ

ントシステム」への

対応 

 

北区役所は、環境マネジメントシステムを構築し、北区役所内の組織が行う

事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行すること

としている。 

この取組みには、受注者の協力が不可欠であり、工事関係者の業務管理や施

工管理などに当たっては、制度の趣旨の理解に努め、地球環境保全に十分配慮

すること。 

 

13．仮設関係等  (1) 仮設建物   

監督員詰所は設置しない。 

その他倉庫、下小屋等必要に応じ設置すること。 

(2) 安全対策 

1) 本工事により近隣住民及び通行人等に危害を及ぼさないよう、十分

安全に注意を払うこと。 

2) 現場内外の安全、火気取り締まり及び盗難等に注意を払うこと。 

3) 現場内外の清掃に心掛け、工事によって周辺道路等を汚した場合に

は速やかに清掃を行い、近隣住民に迷惑のかからないように配慮する

こと。 

4) 工事用車両及び工事関係者用車両の路上駐車をしないこと。 

5) 工事において、敷地の一部を駐車場として使用する場合は、関連工

事受注者と調整すること。工事の進捗に伴い、別途駐車場が必要にな

った場合は、原則として受注者の負担において、近隣の駐車場を確保

すること。 
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(3) 動力・用水 

1) 工事用電力は仮設とし、直近の東電柱より引き込むこと。 

2) 工事用水は仮設とし、子メーターを取り付け、後日精算すること。

 

14．そ の 他 (1) 作業時間  

作業時間は原則として午前８時から午後５時までとする。 

(2) 作 業 日 

作業は原則として土･日曜日、国民の祝日は休みとする。 

(3) 近隣対応 

本工事の施工に先立ち、工事内容（工期、工事公害等）について、近

隣住民に周知すること。また、工事施工に際し、周辺工作物等に損傷を

与えた場合には、受注者の責任に於いて、迅速かつ丁寧に補修すること。

(4)工事工程 

    工事工程については、全体工程の他、月間及び週間工程表を作成し、

監督員と調整すること。 

(5) 建設資材の再資源化 

本工事における建築物等の分別解体等及び建設資材の再生資源化等

については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」及び「建

設リサイクル法書類作成等の手引き（公共工事）：東京都」によるもの

とする。 

(6) 建設業退職金共済制度 

契約金額が 1,000 万円以上の工事については、建設業退職金共済制度

による建設業退職金共済制度加入届を工事着手後１ヶ月以内に提出す

ること。 

(7) 工事実績情報の登録  

契約金額が 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（ｺﾘﾝｽﾞ）に基

づく工事実績情報の登録を行うこと。登録内容についてあらかじめ監督員の

確認を受けた後、標準仕様書に示す期間内に一般財団法人日本建設情報

総合センター（以下「ＪＡＣＩＣ」（ｼﾞｬｼｯｸ）という）に登録する。 

【登録先】  

一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター 

(8) 建設副産物情報交換システム  

本工事は、「建設副産物情報交換システム」（以下「ＣＯＢＲＩＳ」

(ｺﾌﾞﾘｽ)という。）の登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当た

ってはシステムの活用を図るものとする。 

（システムに関する問い合わせ先） 

一般財団法人日本建設情報総合センター(ＪＡＣＩＣ)内 

JACIC カスタマーセンター（ホームページを参照すること。） 

受注者は、速やかに「ＣＯＢＲＩＳ」にデータの入力を行い、「建設

副産物情報交換システム工事登録証明書」を監督員に提出して確認を受
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けること。 

また、本工事における再生資源利用及び建設副産物搬出については、

「ＣＯＢＲＩＳ」若しくは国土交通省 HP に公表されている様式に必要

なデータを入力して作成し、監督員に提出して確認を受けること。 

(9)  再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の掲示 

    関係法令に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画

書を現場に掲示すること。 

(10) 環境への配慮  

契約金額が 500 万円以上の工事については、工事（解体のみの工事は除

く）の施工に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律」（平成 12 年法律第 100 号。以下「グリーン購入法」という。）

及び「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき策定された「東京

都環境物品等調達方針（公共工事）」に準じて環境負荷を低減できる資

材等を選定する。 

東京都環境物品等調達方針（公共工事）等については、東京都ホームペ

ージで最新版を参照する。 

１） 受注者は、環境物品等の各品目ごとの「環境物品等使用予定（実績）チ

ェックリスト」を作成し、施工計画書に添付する等して監督員に提出して確

認を受ける。 

2) 受注者は、環境物品等の調達が完了したときは、「環境物品等使用予定

（実績）チェックリスト」の確認を行う。工事完了後、使用した環境物品等の

各品目ごと「環境物品等使用予定（実績）チェックリスト」を根拠を踏まえて

作成し、監督員に提出する。 

また、併せて、上記チェックリストの電子情報を格納した CD-R 等を監督

員に提出する。 

「環境物品等使用予定（実績）チェックリスト」の電子情報については、東

京都ホームページからダウンロード又は監督員が貸与したファイルで作成

する。 

(11) 工事完了時のしゅん功図等の提出 

工事完了後、しゅん功図として、建築物等の完了時の状態を表現した

図面を作成し、以下の内容で延滞なく監督員に提出すること。 

なお、作成に際しては、契約図書の図面等（図面、ＣＡＤデータ等）

を活用して作成してもよい。 

○ 縮小原図(日本産業規格Ａ列３番)    １式 

    ※ 用紙規格：トレーシングペーパー（Ａ３・75g/m2） 

※ 縮小原図とは、しゅん功図を指定するサイズに縮小した図

面のことをいう。 

○ しゅん功図の電子データ  

○・ ＰＤＦ形式    １式 

（しゅん功図をＰＤＦ形式に電子化したもの） 
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○・ ＣＡＤデータ    １式 

（ＣＡＤによりしゅん功図を作成したもの） 

電子データの提出は、電子メディア（ＣＤ-ＲＯＭ又はＤＶＤ）により

行うこととし、表面ラベル部分に工事件名と施工者名を記載すること。

なお、電子データの内容及びファイル名称等については、監督員と協

議すること。 

(12) 経年点検 

工事目的物の引渡しを受けた日から１年以内（新築工事では１年目及

び２年目）の時期に契約不適合及び不具合を確認するための経年点検を

行う旨を決定し、かつ点検時の立会いについて通知した場合は、その点

検に立会うこと。 

(13) 工事材料の品質 

図面にメーカー、品番等が明示されている場合は同等品とする。 

(14) 新型コロナウイルス対策 

本工事は、工事の実情に応じて、感染拡大防止に配慮すること。 

(15) 留意事項  

1)  本工事におけるコンクリート等の撤去作業は、周辺環境に配慮し

て施工し、騒音・振動・粉塵等の低減に努めること。 

2)  備品の移動にあたっては事前に監督員と協議すること。 

3） 工事の調整、現場の情報共有を目的として定例会を行う。会の開催

は全体会、分科会で構成する。実施場所、日時については監督員と協

議すること。 

4） 工事の着手に先立ち、詳細な実施工程表を現場状況や別途関連工事

と調整し、監督員に速やかに提出すること。また、工事期間中開催さ

れる定例会に合わせて、週間、月間工程表を作成し監督員に提出する

こと、詳細は監督員の指示に従うこと。合わせて、別途関連工事と調

整し施設関係者、近隣住民にも周知すること。 

5） 図面に参考型番等がない場合は図面等に記載のあるサイズ、内容等

を満足するものとする。詳細については施工時に監督員と協議するこ

と。 

6） 官公署その他の手続き等 

ア．受注者は、工事の施工に当たり、関係官公署その他の関係機関へ

の計画通知等の届出を受注者の責任と負担において行うものとする。

なお、届出等の実施においては事前に監督員に報告するものとする。

イ．受注者は、関係法令に基づく官公署その他の関係機関の検査があ

る場合には、その検査に必要な資機材・労務等を提供するものとし、

これに必要な費用を負担するものとする。 

7） 工事に先だって次の設計図等を提出すること。 

    ・契約図縮小版     （製本見開きＡ３判）  ３部 
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15．質 問 回 答  質問回答は、電子メールにより質問を行い、ＦＡＸにより回答を行う。 

(1) 質問受付日時 

令和６年１月１６日（火）～ 

令和６年１月１８日（木）正午まで 

(2) 質問受付担当部署及びメールアドレス 

北区総務部契約管財課 質問受付電子メールアドレス 

keiyaku@city.kita.lg.jp 

（注意：「lg」は l(ｴﾙ)g(ｼﾞｰ)） 

(3) 質問方法 

質問は、上記の日時とメールアドレスに、原則として質問書（指定様

式・エクセルファイル）が添付された電子メールにて受け付ける。 

なお、電子メール本文を補完するものとして、図表などを用いる場合

は、４ＭＢ以内のファイル添付は可とする。 

質問者は各社１名とし、質問は１回のみとする。 

メールの件名は『【質問】○○：△△株式会社』とし、本文の下部に

は、社名、組織名（所属）、質問者氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及びメ

ールアドレスを明記すること。 

区が質問を受信した場合は、質問を受領した旨のメールを質問者に送

信する。 

注）質問に際して、システムトラブルや通信障害等が発生している場

合は、質問受付時間内に必ず区質問回答担当部署へ連絡するこ

と。 

(4) 回答日時 

令和６年１月２５日（木）午後３：００まで 

(5) 回答方法 

質問に対する回答は、上記の日時までに、区質問回答担当部署より質

問回答書のＦＡＸ送信により行う。 

なお、質問回答は、各社質問があった事項のみ、各社それぞれに回答

する。ただし、見積に重大な影響を与える事項がある場合については、

全社宛に質問回答を行う。 

質問者が質問回答書を受信した場合は、直ちに受領した旨のメールを

区質問回答担当部署へ送信すること。 

(6) 区質問回答担当部署 

北区総務部契約管財課 契約係 

TEL （０３）３９０８－８６９５ 

(7) その他 

契約する業者の質問回答書は、契約事項として取り扱い、契約書に綴

じることとする。 

 

 
 

mailto:keiyaku@city.kita.lg.jp

